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地域に開かれた学校施設の在り方

一神戸市学校公園事業を事例 として一

竹 下 由 香

【要 旨 】

近年、学校 をめ ぐる動 向として、地域 コミュニテ ィの発展 に寄与する ものと して学校 開放 を位置づけ、開かれた

学校づ くりの促進等 、学校 開放 に対 して より積極的な取 り組 みが期待 されている。学校 開放 の実施 にあたって、開

放中の事故等 に関する管理 ・責任の所在や、開放するこ とによって児童 ・生徒の教育環境 が損 なわれないこと、学

校側の負担にならないこ となどの課題 を解決 しなければ ならない。また、本来学校施設 は学校教 育を行 う場であり、

法的には、学校施設 を学校教育外 に使用するこ とが禁止 されてい るため、学校 開放はいわゆる行政財産の 「目的外」

使用で しかない。

神戸 市では、宮崎元市長の学校公園構想 に より、 コミュニテ ィの形成 を図るため、学校施設 をコミュニ ティの

核 ・コミュニテ ィ ・スクールとして1965年 から整備 して きた。学校公園 とは、学校 を地域住 民が 日常生活の中で 自

由に行 き来で きる ようデザ インし、集い、活動す る 「ひろば」 となる よう期待する ものである。現在では市 内のほ

とんどの公立小学校 において開放 が実施 されてい る。学校 開放 を実現 し、定着 させ るために、神戸市は どのように

して課題 を解決 し、取 り組 みを進めてきたのだろ うか。

本稿では、神戸市 の学校公園構 想に基づ く学校施設 開放事業 を参考に、学校の存在 を地域 によ り根付いた もの と

し、住民が共有する施設 と して認識 して もらうためのアプローチ について考察す る。神戸市 の取 り組み を分析す る

こ とで、 日本で地域 にお ける学校 の役割 の変化や、今 後の学校 開放の在 り方 に貴重 なヒン トとなる ものがあるので

はないか と考える。

1.は じめ に

学校 施 設 をめ ぐる最近 の動 向 と して、少 子化 に よ り増加 す る余裕 教室 を活用 した り、 学校 統廃 合 や校舎

の老 朽化 に伴 い 、学校 施 設 を建設 ・改 築 す る際 に複 合 化 をす すめ る とい った取 り組 み が増 えつ つあ る。 ま

た、 施設 面 だ けで な く、 地域 の 人材 の活 用や 、学校 の教育 的機 能 の開放 を含 め、学校 と地 域が協 力 す る こ

とが、 地域 住 民 の学 習活 動 に も、児 童 ・生 徒 の教 育 に も大切 か つ必 要で あ る と されて い る。 で は、具 体 的

には どの よ うにすす めて い くことがで きるだ ろ うか。これか らの地 域 と学校 との関係 づ くりを考 える際 に、

1965年 か ら実施 され てい る神 戸市 の学 校公 園構想 に基 づ く学校 施設 開放 事 業.を参考 に したい。 学校公 園 と

は 、ペ リーの近 隣住 区論 を参 考 に、子 ど も もお年 寄 りも歩 い て生活 で きる範 囲、つ ま り小 学校 区 をひ と ま

とま りとす る コ ミュニ テ ィ と して、小 学校 を中心 に発 展 させ てい こう とい う もの で ある。 そ の際学校 は塀

で遮 られ た閉鎖 的 な空 間で は な く、 フェ ンス も し くは生 け垣 に囲 まれ、近 隣 の住民 が 自由 に行 き来 で きる

よ うにデザ イ ン され る。 戦後 、都 市部 で は子 ど もの安 全 な遊 び場 を確保 す る とい う目的で 、校 庭 開放 が す

す め られ てい た。神 戸市 で も1959年 に学校 開放 が実施 され た当初 の 目的 は同様 で あ った。 そ の後神 戸市 が

発展 し、 ニュ ー タウ ンの建設 が盛 んに な る過 程 で、都 市 整備 のマ ス ター プ ラ ンにおい て、 学校 をコ ミュニ

テ ィの核 と位 置 づ け、学 校 を 中心 に まちづ く りを してい こう とい う取 り組 み を行 っ て きた。 これ は 「空 間

の活用」 「学校 施 設 の社 会教 育へ の利用 」 とい う学校 開放 に対 す るそ れ まで の認識 とま った く異 なる発 想

で あ る。

「学校 と地 域 の関係 を築 く」 た め に、 人材 の交 流 や機 能 の 開放 も必 要で あ る。 が 、 その前 段 階 と して、

学校 の存 在 を地 域 に よ り根付 い た もの と し、住 民が 共有 す る施設 と して認 識 して も らう ことが必要 なので

はな いだ ろ うか。神 戸市 の30年 以上 にわ たる学校 施 設 開放事 業 の取 り組 み を分 析 す る こ とで 、 日本 で 地域

にお ける学校 の役割 の変 化 や、今 後 の学 校 開放 の在 り方 に何 か ヒ ン トとな る ものが あ るので は ないか と考

える。
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2,学 校公園の系譜

2-1初 期の学校開放

神戸市における当初の学校開放の目的は、子どもの安全な 「遊び場づくり」である。戦後神戸市では、

「戦災復興基本計画」を作成し、その中で防災等の意味をこめて河川沿いや学校沿いに公共空地を計画し

た。後者が学校公園であり、小 ・中学校に隣接もしくは近接 して、児童公園を配置するよう計画 したのが

はじまりである。

1959年度、神戸市教育委員会は 「運動場開放実施要綱」を策定した。開放については学校長が時間、対

象、方法などを適当に決めればよく、1校当たり年間平均1万 円の管理費をつける、ということを全市の

小 ・中学校に通達 し、開放を進めていこうとした。しかし、学校を"聖 域"と する考えや、宿日直の廃止

に由来する管理上の トラブルの発生に対する危惧、責任問題等、多 くの困難に直面した。そこで、実施要

領策定から様々な管理運営体制についての問題を整理することによって、1965年度に学校公園事業として、

2小学校で校庭開放が実施された。

まず当初の開放形態は運動場のみとし、開放対象は、児童 ・生徒 ・青少年団体に限り、開放 日は平日、

土曜、休日とし、開放時間は学校がそれぞれ定めるものとした。施設管理面では運動場開放時に校舎への

侵入や建造物の破損を防ぐために、運動場と校舎の問にフェンスを張り、校舎側 と地域社会側にそれぞれ

数箇所の出入り口を設けた。また運動場専用のトイレを設置した。このような措置により、学校教育時間

外の校庭を学校管理から切 り離 し、公園として地域に開放するということにしたのである。また運営面で

は、地域住民が組織する 「学校施設開放運営委員会」が設置され、開放事業の管理 ・運営に自主的にあた

ることとし、学校関係者に負担のかからない体制を確立するように努めた。

2-2学 校 公 園 構 想

学校 公 園 とは何 か。 学校 公 園事 業 とは、 当時 助役 で あ っ た宮 崎 元 市長 の提 唱 と企 画 に よる もので あ り、

市 街地 内 の各小 学 校 を放 課後 や休 日に近 隣公 園、遊 び場 と して開放 す る こ とか ら、 さ らにコ ミュニ テ ィづ

く りの核 と して位 置 づ けて い こ うとす る もので あ る。 その理 念 に つい ては1968年 、『都 市 問題』 の4-6月 号

の3回 にわ た って宮 崎 元神 戸市 長 が発 表 した 「学校 公 園一 新 しい都 市 生 活 の形 成 を求 め て一 」 と題 す る論

文 の 中で整 理 され て い る。宮 崎(1968)は 神 戸市 お け る学校 公 園 を次 の ように定義 して いる。

わが 国で も、 近年 、小 ・中学校 を中心 と した"学 校 開放"が 盛 ん に行 われ て いる。 そ の実態 は、主 と

して、 都市 の過 密対 策 の域 を出 ない もので 、安全 な遊 び場 を失 った子 ど もたち に放課 後 の校庭 を開放 し

よ う とい う、い わ ば都 市病理 に対 す る ぎ りぎ りの生 活 防衛 か ら始 まっ てい る。 しか し、私 は学 校 開放 を

現段 階 に とどめず に、 地域社 会 の住 民 を対象 と した社会 教育 、 地域活 動 の場 に まで発 展 させ 、 同 じに都

市 空 間の 中で学 校 が 占め る空間 の価 値 を追 究 し、混 乱 と分裂 の 寸前 に まで追 い つめ られ た都市 に、学校

を中心 と して市 民生 活 の システ マチ ック な空間構 成 を意 図 的 につ くりだそ う と して い る。 これ を"学 校

公 園"と 名付 けた。(宮 崎1968、45頁)

宮 崎 は学 校 開放 で は な く、 あ え て学校 公 園 の名 で 、2つ の論 点 につ いて 問題提 起 して い る。一 つ は、 都

市 空間 は どの よ うな システ ム構成 を とるべ きか、 またそ の 中で学 校 の 占め る空間 はい か に生 か され るべ き

か 、 とい う ことで あ り、 も う一 つ は都 市 生活 にコ ミュニ テ ィが存 在す るか、 その存 在 あ るい は形成 の 可能

性 があ る とす れば、 学校 とコ ミュニ テ ィの関係 は いか に解 すべ きか、 とい う こ とで あ る。

まず 学校 公 園構 想 の基 礎 となっ てい る、近 隣住 区論 とア メ リカの コ ミュニ テ ィ ・ス クール の理論 につ い

て触 れ てお きたい 。そ して 『学校 公 園』 論文 と、1979年(財)神 戸都 市 問題研 究所 編 の 『コ ミュニテ ィ行

政 の理論 と実践 』 に収 め られて い る同氏 著 「コ ミュニ テ ィ行 政 の課題 と展 望」 か ら、 近 隣住 区方式 に基づ

い た神 戸市 の コ ミュニ テ ィ行 政 と、 そ こに位 置づ け られ る学校 公 園の理 念 を ま とめ てみ よう。

(1)近 隣住 区論

神 戸 市 は1965年 の マ ス タープ ラ ンにお い て、CAペ リー に よる 『近隣 住 区論(TheNeighborhoodUn孟t)』
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の考 え を取 り入れ て コ ミュニ テ ィ行 政 を進 め て きた。 この研 究 は 「ニ ュ ー ヨーク大 都市 圏 の調査 報 告」 の

1部 を構成 す る もので あ り、1924年 に正 式 に発 表 され た もので あ る。 日本 では50年 の歳 月 を経 て、 その1部

(第7巻 の 第一論 文)が 倉 田和 四生 に よって翻 訳 されて い る。

近 隣住 区理論 の 形成 と発 展 につ いて は倉 田(1975)の 「解説 」 に詳 しい 。ペ リーは1872年 ニ ュ ー ヨーク

に生 まれ 、大学 で社 会福 祉 と教 育 問題 につ い て学 んだ 後、1909年 に、 ア メ リカの社 会的 条件 と生 活条 件 を

改 善す る目的 で設立 され た ラ ッセ ル ・セ ージ財 団 に研 究 ス タ ッフ と して入社 した。 当時 、ニ ュー ヨー クで

は、建 築家 の グル ー プに よる 田園都 市 を アメ リカ につ くりた い とい う動 き と、 同財 団の 支援 に よる社 会運

動 の一 環 と しての よ り良 き住 宅 の 開発 が別 々 に くりひ ろげ られて いた。 ペ リーは ラ ッセル ・セ ー ジ財 団 の

職 員 で あ りなが ら、 建 築家 グル ー プに も参加 し、 結果 的 に は双方 の媒 介 者 とな って2つ の動 きを結 びつ け

る こ とにな った。 その理 論 と具体 案 が 「近 隣住 区論 」 であ る。

ペ リーに よる近 隣住 区研 究 の 目的 と成 果 が その序 文 に おい て、 当時研 究組織 の責任 者 であ った ハ リ ソン

に よっ て、以 下 の よ うに示 されて い る。 「近 隣 の生 活 と統 一性 につ いて研 究 しよ う とす る 目的 は 、古 い村

コ ミュニ テ ィを性格 づ け てお り、大 都市 で はつ くりだ す こ とが むず か しい、 対面 的 な結 合の 物的 な基礎 を

発 見 しよ うとす る ところ にあ る。」 そ して研 究 成果 の 要点 は次 の よ うな もので あ った。 「彼 が 近隣 住 区 と呼

ぶ 居住 地 区 は、観 察 され たい ろい ろの 条件 に よって調和 した 関係 をつ く りあ げ、 コ ミュニ テ ィの生活 を安

全 に営 む こ とを保 証 す る とい う もの であ る。」(ハ リソ ン、Perry訳 書1975、5頁)

ペ リーに よる と近 隣住 区は原 則 と して6つ の 条件 を満 た さね ば な らない。① 規模 は小学校 区 を単 位 とし、

一 辺2分 の1マ イル(約800メ ー トル
、1マ イ ル は約1.6093キ ロ メー トル)の 方 形 、人 口5,000人 以 下 とす る。

これ は小 学生 の通学 距離 や遊 び場 の広 さ、買 い物 の距離 、全 域 サ ー ビス を考 慮 した もので あ る、② 境 界 は

幹 線道 路 で周 囲 を囲 まれ、景観 的特 徴 と品 格 を示せ る独 立性 を持 つ 、③ オー プ ン ・スペ ース と して小公 園、

公 共広 場 等 をつ くる、④ 公 共施 設 と して学校 、教 会等 をつ くる、⑤ 商店 街地 区 をつ くる、⑥ 埴域 内街路 に

は通 過交 通の 進入 を阻止 し、歩 行 者の た めの循 環 道路 を作 る(Perry訳 書1975、27-28頁)。 さらに 「近隣住

区が 占有 す る空 間は明 らか に、住 区 の特別 な機 能 を円滑 に営 むた め に要求 される」 と し、 その ため には近

隣住 区 の4つ の主 な機 能で あ る学校 、遊 び場、 商 店、 居住 環境 の う ち、サ ー ビス を供 給 す る学校 、遊 び場 、

商店 の 空間 的用件 の整備 が必 要で あ る と述 べ て い る(Peπy訳 書1975、43頁)。 ペ リー は 「この研 究 が取 り

扱 って い るの は、 近隣 住 区そ の もので あ って 、近 隣住 区 と都 市 の 関係全 般 で はない 」(Peπy訳 書1975、27

頁)と しなが らも、都市 計 画 の際 に大 きな示 唆 を与 えてい る。

倉 田(1975)は 、1970年 頃か ら都 市社 会 学 の研 究 の ため に神 戸 市 内 の コ ミュ ニテ ィの調査 を始 め 、 近隣住

区論 を取 り入 れた神 戸 市 の都 市計 画 に も関 心 を持 ち 、 「その よう な試 み に刺 激 され、私 はペ リーの理 論 の

全容 を十分 に理 解 しな けれ ばな らない とい う思 い に駆 られ」、翻訳 に 関わ る よ うに なっ た(倉 田1975、 は

しが きi頁)。1973年 、倉 田は ニ ュー ジ ャー ジ ーの ラ ドバ ー ンを訪 れ た。 ラ ドバ ー ンは 、ペ リーの 近隣住

区 案 に基づ い て1928年 か ら開発 された 、豊 か な緑 や オー プ ンス ペ ース な どの 特徴 を持 つ 郊外 都 市 であ る。

そ こで倉 田 は、広 場 で子 ど もた ちが遊 び、教 会 のバ ザ ーで地域 住 民の温 かい交 友 関係 とその雰 囲気 を感 じ

た ことが特 に印象 的 であ り、 「ペ リーの近 隣住 区の理 念 は50年 の風 雪 に耐 え、 大 き く育 ってい る と感 じた」

と述べ てい る(倉 田、Peny訳 書1975、 は しが きii頁)。

ペ リーのr近 隣住 区論 』 は発表 以 来、 都市 計画 や コ ミュ ニテ ィ関連 書 にお いて よ く引用 され、 近代 的 な

コ ミュニ テ ィ計 画 の核 としての 近隣住 区は 、批判 はあ る ものの 、そ れ に完全 に と ってか わ る理論 は まだ出

現 して い ない とい われ てい る。 しか し倉 田(1975)は 「ペ リー は都市 計 画の技 術 者で あ る前 に、 す ぐれた

住 民福 祉の 実践 者 であ り、 さらに社 会理 論家 で あ った」 と評 し、そ のた め、 ペ リーの論 文 を専門 の都市 計

画 化 や建 築技術 関係 者 だけ で な く、 「む しろ コ ミュニ テ ィに 関係 す る一般 市民 、 こ とに社会 学 や社 会科 学

の 学徒 に読 ん で も らい たい」 と切 望 した(倉 田、Peπy訳 書1975、 は しが きhi頁)。

(2)コ ミュニ テ ィ ・ス クー ルの理 論

学校 を中心 と した コ ミュニ テ ィの形成 ・発 展 を 目指 す もの と して、宮 崎(1968)は アメ リカの コ ミュニ

テ ィ ・ス クー ル を引 き合 い に出 して論 じてい る。 ここで そ の理 念 や実 践 に つ いて 、末 崎(1987)に よる

『ア メ リカの コ ミュニ テ ィ教 育』 を参 考 に概観 して み よ う。



28 竹 下 由 香

ア メ リカの コ ミュニ テ ィ ・スク ール は、 コ ミュニ テ ィ ・ス クール 運動 によ って定着 した もので あ る。 コ

ミュ ニテ ィ ・ス クー ル運 動 は、J.デ ューイ の 「学校 は地域 社 会 と離 れて存 在 す るの で はな く相 互 に影響 し

合 うもので あ る」 とい う思想 に基づ い て、1929年 の 大恐 慌 を きっか け に始 まっ た。 その後1930年 代 に発 展

し、1945年 に オル セ ンの 「学校 と地域 社会(SchoolandCommunity)」 にお いて理論 化 された。 オル セ ンは

そ こで学校 と地域 社 会 の結 び つ きにつ い て、次 の5つ の観 点 を示 して い る。① 成 人へ の学 校 開放 、② 地 域

社会 の教 育 的資 源 の活用 、③ 学校 カ リキ ュ ラム の社 会化 、④ 地域 社 会の諸 活動 へ の学校 の参加 、⑤ 地域 社

会 の教 育活動 の指導 的役 割、 で あ る。

コミュ ニテ ィにお ける教 育 を進 め る際 には、学 校 と、 地域 内 にす で に存在 してい る教育 資源 との連 携 が

重 要 であ る、 と して、末 崎 は4つ の要 素 を挙 げ てい る。① コ ミュニ テ ィの資源 、即 ち既存 の施 設 や コ ミュ

ニ テ ィの人材 、② コ ミュニ テ ィの活 動、③ 学校 の資 源、即 ち学校 の施 設 ・設備 、教 師 ・生 徒 とい った 人材 、

④学 校 の活 動、 即 ち学校 の教 育 プ ロ グラム であ る。 また連携 の留 意 点 と して、① 学校 と地域 の双 方が 企画

立案 に参加 す る こ と、② 基本 的 な 目標や 目的 を文 章 化す るこ と、③ 双方 の意見 が活 か され る よう にす る こ

と、④"な ぜ 行 うの か""誰 が や るの か"及 び"で きない の は なぜ か"を 吟味 す る こと、⑤ 連携 ・調整 を

行 っ た結 果及 び手順 を定期 的 に評価 す る こ と、 の5点 を挙 げ て い る1)。 そ して 、双 方 の理 解 を深 め る条件

と して以 下 の4点 を挙 げて い る。①学 校 と地域 の 双方 が 共通 の テー ブル につ くこ と、② 相互 の事 業 と機 能 、

守備 範 囲 を確 認 す る こ と、③ 連携 可 能 な ものの 組み 合 わせ と調整 を行 う こ と、④ 組 み合 わせ と調整 の論 理

モ デル案 を作 成 す る こ と2)(末 崎1987、56頁)。

(3)学 校 公 園 の理念

学 校公 園の理 念 に基づ い て学校 施 設 開放が 開始 され た当時 、神 戸市 はハ イキ ン グコー スで しか な かっ た

六 甲 山系 に中高層 住 宅が 立 ち並 び、海岸 沿 いに は高速 道路 が建 設 され る とい った、大激 変 に遭遇 して いた。

そ の なか で、 「常 に都 市 空 間の 基本 的 要素 で あ った住 民 の生 活 空 間 ・住 空 間 と新 た に有機 的 に再 編 成 され

た秩 序 あ る都 市 空 間」 と して、 新 しい技術 に即 応 した新 しい空 間 をつ くりだす必 要が あ る、 と述べ(宮 崎

1968、5頁)、 都 市空 間にお い て西洋 で はイ タ リアの 広場 、 日本 では長 崎 の街路 とい った、 オ ー プ ン ・スペ

ース の重 要性 を指 摘 して いる。 オー プ ンスペ ース につ いて は先 の ペ リー も近 隣住 区 の要 素 の1つ で あ る と

述 べ て い る。都 市 空 間 にお け る オ ープ ン ・スペ ース とは、 「単 に余 暇 ・レ ク リエ ーシ ョンの 目的 以 外 に、

人 間生 活 の非 常 に多 種 ・多義 的 な要 素 を含 む スペ ー ス」(宮 崎1968、10頁)で あ る。 さ らに欧米 先 進都 市

にお け る緑 地 率30%を 参考 に 、都市 には その く らい の緑(植 物)が 必 要 であ る、 と"3割 緑化 論"を 唱 え

て い る。 しか し都市 におい て、 日照 条件 をク リア した住 空 間や道 路用 地 を確保 す れ ば、市 街地 の公 園 や緑

地等 、約10%の 緑地 しか生 み出 せ ない。 そ こで残 り20%を 、 学校 校庭 をオー プ ンスペ ース と して利 用 す る

こ とで確 保 で きるの で は ない か、 と学校 め学校 公 園 と しての意 義 を提案 してい る。

次 に学 校 とコ ミュニ テ ィの関係 につい て どの よ うに論 じられ てい るの だ ろ うか 。 まず 宮 崎 は コ ミュニ テ

ィ とはす なわ ち 「地域 性 と共 同体感 情 を基 礎 とす る 人 々の社 会 集 団」(宮 崎 、196814頁)で あ る と し、

そ の役割 を① 利 害 ・立場 を異 にす る人々 を共通 の場 に立 たせ る もの 、② 環 節状 化 し孤立 化 した、個 人 で は

で きない こ とを共 同で行 う ところ、③ 都市 化 に よっ て疎外 され た人 間 を全 的 な人 間 と して回復 させ る トー

タル な場 で あ るべ きだ、 と述べ てい る(宮 崎1968、16-17頁)。

宮 崎(1968)は 行 政 と して コミュ ニテ ィを考 え る際 には、概 念 化 のみ な らず実 態概 念 と して把 握す る、

つ ま り便 宜 的 であ っ て も境 界 を定 め る必 要 が ある と主 張 して い る(宮 崎1968、16-17頁)。 そ こで ペ リー に

よる近 隣住 区論 が参 考 に され、 その 理論 を元 に、神 戸 市 で は先 のマ ス ター プ ランにお い て近 隣住 区の パ タ

ー ンを図式化 した(図 一1) 。

さらに宮 崎(1968)は 論文 におい て、 コ ミュ ニテ ィを 「体 面 的接触 の 可能性 を持 ち、歩行 圏 とい う人 間

的 スケ ール を前提 とす る消費 生 活 を主体 とす る社 会」 と述べ 、小 ・中学校 をそ の核 と位 置 づ け、小 学校 区

をコ ミュ ニテ ィの1単 位 の広 さ と して整 備 を進 め て い った 。そ の理 由 は以 下 の とお りで あ る。① 義 務教 育

学校 は地 域 に普 遍的 に存 在す る社 会資 源 であ る こ と、② 一定 の校 区 を形成 す る実態 概念 を有す る こと、 ま

た、 校 区は ほぼ 近隣住 区計画単 位 と一致 す る こと、③ 各家 庭 に とって就学 は普 遍 的経験 で あ る こ と、共 通

経験 は共 通 の理解 を生 みやす い こ と、④ 各学 校 に はPTA組 織が 必ず あ り、 そ れは婦 人 の地域 活動 の教育 訓
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(図 一1)近 隣住 区 の パ ター ン
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「都市生活 とコミュニティー コミュニティ行政の理論 と実践一」

練 の場 にな り得 る こ と、⑤ 健全 な子 ど もの 育成 は学校 教 育 だ けで完 結せ ず、 地域 社会 の 問題 に結 局 は帰着

す る こ と(宮 崎1968、21-22頁)。

この ような近隣 住 区論 に基づ くコ ミュニ テ ィの形 成 を図 る ため、 学校 施設 を コ ミュ ニテ ィの核 ・コ ミュ

ニ テ ィ ・ス クー ル と して整 備 して い ったの が 「学校 公 園」 の試 みで あ る。 その ような コ ミュニ テ ィの核 と

な る条件 を満 たす 学校 公 園 の形 態 と して、 ペ リー の近 隣住 区論 を参考 に、 そ の敷地 の設置 場所 と設計 の2

点 か ら次 の ように提案 してい る。 まず 敷地 につい て は、住 宅地 の 中心 、あ るい は近 くにあ る こ とが条 件 で

あ り、 コ ミュニ テ ィの核 と しての役 割 をよ り効 果 的 に果た す ため には公 園、 広場 、集 団 施設 、行 政サ ー ビ

ス機 関 、 シ ョッ ピン グ施 設 と系統 的 に配置 す る こ とが望 ま しい としてい る(宮 崎 、196832-34頁)。 設計

につ い ては塀 の代 りに金網 をは りめ ぐら し、 出入 りロ を数 カ所設 け る ことで学校 と地域 社会 そ れぞ れの 出

入 り口 とす る こ と、 そ してハ ー ドグラ ウン ドと して必 要 な場 所 以外 は で きる だけ緑 で覆 うこ とを挙 げて い

る(宮 崎1968、35-36頁 〉。

助役 を経 て市長 に就 任す る以 前 、宮 崎 は復 興 部長 や建 設局 長 と して、 戦後 の 「復興 基 本計 画」 の作 成 に

あ た って いた 。 「道 路 や港 湾 に くらべ て公 園緑化 な どの生 活環 境 づ く りが遅 れ て いる めが気 がか り」 だ っ

た宮 崎 は、 「窮 余 の策 と して考 えた のが 学校 公 園 だ った」 と述 べ て い る。 さ らに その 目的は都 市 空 間の確

保 か ら 「近 隣住 区方 式 とか らみ合 わせ た 、地 域社 会 の核」 とな った 。この よ うに、学 校公 園は単 なる学校 、

単 なる公 園 とい うだ けで は な く、 地域 住 民 が 日常生 活 の 中で 自由 に行 き来 し、 集 い、 活動 す る 「ひ ろ ば」

となる こ とが 期待 されてい るので あ る。

2-3コ ミ ュ ニ テ ィ行 政 に お け る学 校 施 設 開 放 事 業 の 位 置 づ け

神戸 市 で は学 校 公 園 にお ける実 験 を通 じて、1965年11月 に策 定 され た 「神戸 市 総合 基 本計 画」(マ ス タ

ー プ ラ ン)に おい て
、 「一 定 の単位(面 積1平 方 キ ロ メー トル 、人 口 約10,000～20,000人)ご とに、近 隣住

区 を単 な る都 市計 画単 位 に と どま らせ ず、当該 地 区住民 をい わゆ る コ ミュニテ ィ的 な もの(地 域 共 同体 的、

地縁住 民意 識的 な もの)に まで 高 めて行 く 。」 と述べ 、 コ ミュニ テ ィ 「近隣住 区」 とい う考 えが主 要施 策

と して 定着 す る ことに なっ た。神 戸市 の コ ミュ ニテ ィ行政 につい て、 高寄(1993)は 宮崎 市政 を研 究 した

著 書 にお いて 、 「自律 的市 民 の活動 拠 点 をコ ミュ ニ テ ィに求 め、 そ の活 性化 に よって 市民 主 体都 市 を図 っ

て い こ う とす る」 政策 で あ る と言 い 表 して い る(高 寄1993、46頁)。 そ して、 そ の理 念 を実 現す る もの と
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して、神 戸市 で は学校 公 園 を核 とす る コ ミュ ニテ ィの形 成 を進 めた ので あ る。

宮 崎(1968)は 、全 国 に先駆 け て住 民 の 自主 運営 方 式 を取 り入 れ た学 校 公 園 の 狙 い の ひ とつ と して、

「逆説 的 な言 い方 をす れば、 地 域住 民 が相 互 に話 し合 い 、 た しかめ合 い なが らコ ミュニ テ ィ意識 づ くりの

た た き台 とす る こ と」 を挙 げ、管 理 上 の トラブル も 「"生きた"市 民 意識 づ くり」 を芽生 え させ る きっか

け と考 えて い る(宮 崎1979、22-23頁)神 戸 市 では コミュニ テ ィ行 政 を進 め る にあた って 、様 々 の公共 施

設 を住 区 に整 備 しなが ら、 これ を下請 け 的 に地域 で管 理 させ て行 くの で はな く、地 域代 表 団体 と契 約関係

を確 立 してい く 「対 話 方式 」 を とって い る(倉 田1985)。 この場 合 、 あ くまで も自主 管理 、 自主 運営 を基

本 と した ので あ るが 、そ の最初 の試 み が学校 施 設 開放運 営 委員会 だ った ので あ る。

さ らに1970年 「神 戸 市 生活 環境 基 準 ・中期計 画 」(シ ビル ミニマ ム)に おい て、 学 校公 園構 想 に基づ く

学 校 開放 が、 市 の重 要施 策 と して行 政計 画 に位 置 づ け られた 。そ の 「神 戸 市生 活環 境基 準 の項 目を課題 別

に学校 開放 との 関連 で一覧 表 にす る と次 の よう にな る(表 一1)。

(表一1)神 戸市生活環境基準項目一覧表

課 題 項 目 学校開放 との関達

上水道 。下水道 学校公園犠想による運動場開放で
人間環境都市 寵棄物娼理 ・公属と線地 ① 子どもの体力づくり
を 目ざ して 公害防 止 ・自然保護 ・防災 ② 安全な遊びを礎保する。

交通宏 全 ・滴防 ・敦急

人間福祉郁市
生護福祉 ・生 護像健
環境衛生 ・住宅と住環境

市民の文化 ・敏 甕 。スポーツなど

の場 の提供にっとめ る。
を 臼ざ して 都市の整備 ・漉費看傑護

社 会教宵 ・文化 掌校施設開放により市民の余暇の活用
市民文化郁市 体胃 。余暇 を図 り体窟 ・文化百の向上に資する◎

を 目ざ して 学校環境
嘆 罷=離嵩罐 亨雲三プール

国際情報鄭市 港樗 ・市民の交通

を 目ざ して 遵路 。中小企察 ・簾源薬

応民主体8市 地域社会の形虞 1.学 校施毅開敏によ り地域住民の

を 且ざ して 布艮参加の促進 コ ミ昌ニ テ ィを實 戚す る。

2.学 校施設開放運営委員会の薩立 を

図 り、地域住民の 自主的な利用 を

健進す る。

「神戸市 生活環境 基準 ・中期 計画(1970)」

3..高 倉台学校公園

1968年に発表された宮崎の 「学校公園」論文によって行政ならびに学校関係者の学校公園構想に対する

理解が深まり、1969年度より、対象を児童 ・生徒に限らず一般市民へ、また開放形態も体育施設の夜間開

放、市民図書室設置などに増え、本格的な学校施設開放事業が展開された。それまでは学校開放という面

からみれば、校舎と校庭をフェンスで分離し、あくまでもその管理責任の区分を明らかにすることで校庭

を公園として利用していただけであり、学校施設そのものの開放 というにはかなり消極的なものであった。

そして1972年、宮崎が提唱した学校公園の構想が、高倉台学校公園において具体化された。1973年 の開校

当初から昼間プールと市民図書室、翌1974年 に高倉台学校公園管理運営委員会が設立され、休 日運動場、

休日・夜間体育館、夜間プール、教室の開放が開始された。
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この高倉台小学校の完成によって、近隣住区の中心となる学校公園のモデルが示され、その後一変して積

極的な開放へと、神戸市の学校開放が発展 していったのである。

3-1高 倉 台 団地

須 磨 ニ ュ ー タウ ン高 倉 台 団地 は、 「山 、海へ 行 く」 の キ ャ ッチ フ レー ズで 知 られ る、 ポ ー トア イ ラ ン ド

(人工 島)の 埋 立 を目的 と した土 砂 採取 の跡 地 に造成 され た住 宅 地で あ る。神 戸 市 で は初 め ての、 大規 模

ニ ュー タウ ンで あ る須磨 ニ ュー タ ウンの一 環 と して位 置付 け られ た こ と、それ までの 団地 が比 較的小 さ く、

① 住 区 に満 た なか った の に対 し、 高倉 台 は人 口12.000人 の典 型 的 な、 一近 隣住 区 と しての まと ま りを備 え

て いた ことか ら、神戸 市 の近 隣住 区 を実 践 した モ デル 団地 と して、施 設上 い くつ か の新 しい試 み が な され

て い る。① 共 同の庭 園(コ モ ング リー ン)を 持 つ住 宅計 画 、② 地域 の 自主 放送 もで きるCATV、 ③ 緑 道の

ネ ッ トワ ーク を軸 と した人 と車 の分離 、④ 学校 公 園 を 中心 と した コ ミュ ニテ ィセ ンター構想 、で あ る。

④ の構 想 に したが っ て、高 倉台 小学 校 が 団地 の 中央 に建 設 され た。 商店 街 や郵 便局 、派 出所 、銀 行 な ど

を備 えた近 隣セ ンター と近 隣公 園が 配置 され、学 校 が地 域社 会 の中心 とな る よう、高 倉台 学校 公 園 と して

1972(昭 和47)年 に完 成 し、 神戸 市学 校公 園構 想 の具 体 的 なモデ ル第1号 に なった ので あ る(図 一2)。

(図一2)高 倉台団地見取図
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3-2高 倉 台 学 校 公 園 の 特 徴

高 倉 台小 学校 は、 管理 上 、使 用 上 の様 々 な問題 を、施 設条 件 ・周辺 条件 にお いて解 決 し、地 域 に よ り一

層 開か れ た学校 となる よ うに工夫 され てい る。 その特 徴 と して、 以下 の3点 が挙 げ られ る。

① 小 学校 の メイ ング ラ ウ ン ドと して、併 設 され た近 隣公 園 の グ ラウ ン ドを小学 校 の メ イ ング ラ ウン ド、

小 学校 内 の グラ ウン ドをサ ブ グ ラウ ン ドと して使 用 で きる ように した こ とであ る。学 校教 育 時 間は小

学 校が グラ ウ ン ドを優先 使 用 し、放 課 後 ・休 日 は地域 に開放 して いる。 そ の利点 と しては、 まず メイ

ングラ ウ ン ドをサ ッカーや ソフ トボ ール等 、大 きな スペ ース を必 要 とす るスポ ー ッ団体 に開放 し、サ

ブ グラ ウ ン ドをテ ニス ・バ レーボ ール等 の ス ポー ツ に限 って開放 す る こ とで 、単 な る遊 び場 で はな く、

運 動公 園 と しての性 格 を持 つ とい うこ とで ある。 次 に メイ ング ラウ ン ドを利 用 す る こ とに よって、校
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地 面積 の実 質 的拡大 が され る(図 一3)。

(図一3一①)高 倉台学校公園基本計画図

皿 目昭誕㎜

小 掌6ヒ

・・・・・… 輩書 ・

(図一3一②)学 校、公園の管理 区分 と利用 区分

`Aj撮 蔑 購

圃
篶…瓢
壱

き●

・ 覇圃

蕪'
公 ψ

斜篠開歓ゾーン

鯉

口■学枚公ロ鰭殴

1■ 扇霞亀殴

口 愚遺.77}パ ス

囲 遂 路

腸 費"● 髄旛

② 開放 ゾ ー ン ・非 開放 ゾ ー ンを設定 した こ とで あ る。普通 教室 ・管理棟 は非 開放 ゾ ー ン と し、体 育館 ・

図書室 ・特 別 教室 は ま とめて 開放 ゾ ー ン と してい る。特 別教 室等 が あ る棟 と管 理棟 の 間 はシ ャ ッ ター

で 区切 って いる。 学校 側 の"聖 域"と 考 え られ る、備 品 ・作 品 ・学 用 品 ・書 類 の多 い領 域 とそ うで な

い と ころ を分 け る こ とに よって、学 校側 と利 用 者 の双方 が利 用 しやす く して いる。 開放 ゾー ンは、常

時住 民 の憩 いの場 と して 自由 に利用 で きる"自 由 開放型"と 、地 域 の サー ク ル、 団体 な ど責 任 の はっ

き りした住 民 組織 に開放す る"制 限開 放型"に 区別 されて い る。 前 者 には運 動体 育 施設 、 図書室 、 コ

ミュニ テ ィ広 場 、後 者 には視聴 覚 室 、家 庭 科室 、音 楽 室等 の特 別 教 室が 含 まれ る。 また3階 建 て校舎

の高 学年棟 と平屋 づ く りの低 学年棟 を分 け、低 学 年棟 の教 室 を住 民 に開放 してい る。1993年 度 か らは

少子 化 に伴 な って低学 年棟 の1棟 がす べ て余裕 教室 にな ったた め、床 を張 り替 えた り、2教 室 間の壁 を

な くす とい った改 造 を加 え、学 校教 育 時間 中 にで も地域住 民 に開放 され る よ うにな った 。

③ 小学 校 と して は高 学年 と低 学 年 の物 理 的 な住 み分 け とい う、 高低 分 離構 想 が挙 げ られ る。 け れ ど も、

学校公 園の機 能 とい う面 か ら、本論 文 で は高倉 会館 の存 在 に注 目 した い。 高倉 会館 は神 戸市 開発 管 理

事 業 団 に よって建 設 され、 高倉 台小 学校 か らは独立 した建物 で あ る。 商業施 設 ・駐 車場 の 管理 、市 関

連 部局 との連 絡等 を行 う、 団 地 コ ミュニ テ ィ活 動 の核 であ り、各 種 の集 会 や文化 教 室 と して利用 で き

る よ う、 会議 室 や和 室 を備 えて い る。 さ ら に学校 公 園 にお ける その役 割 は、会 館1階 の事 務 所 に開放

運営 委員 会 の事務 局が 設置 されて い る こ とで あ る。 この高倉 会館 、 特 別教 室棟 、体 育館 は コ ミュニテ
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イ広場 を囲 む よ うに建 て られ てお り、 人々 が利用 しやす い よう配 置 され てい る。

3-3高 倉台学校公園の現状

(1)管 理 ・運営

「高倉台学校公園施設利用規程」にしたがって高倉台小学校学校公園管理運営委員会が設置され、「高

倉台小学校学校公園管理運営委員会規約」のもと高倉台小学校学校公園の管理 ・運営を行っている。高倉

台学校公園では、月に一回定例会を開き、また年に4回施設利用団体の代表者を含めた代表者委員会を開

いている。利用者のマナーや施設利用時間の調整等を連絡、報告 し、方針や予定については随時広報紙を

全戸配布してPRに 努めている。

(2)最 近の動向

開放実施当初は利用希望団体が多すぎて、場所のとりあいになり、調整や管理が困難だった。最近では

利用者の減少傾向が続いているが、逆に調整が楽にできるようになったという。

従来の開放運営委員会は、住民が学校施設を利用する際の窓口であり、いわば学校と地域のコーディネ
ーターとして位置づけられていた。そのような役割が開放から20年を経過して定着し、地域の実情に見合

った運営委員会独自の自主事業が求められるようになった。高倉台小学校学校公園の運営委員会では、自

主的な講座を開設するにあたり、1993年度に団地内全戸配布のアンケートにより、住民のニーズを調査 し

た。その結果、最も希望が多かったのは陶芸教室であったが、学校施設を利用 して行うには設備 ・経済面

で当面不可能であったため、1997年度から、次点で従来同好会しかなかった卓球やバ ドミントン、誰でも

練習なしで参加できる 「楽しい歌」、社交ダンス等の活動枠を開設した。また、低学年棟に余裕教室がで

きたため、一室をサイクリングマシン等を備えた トレーニングルーム、一室を床にカーペットを敷いた更

衣室とし、健康教室 として決められた曜日に利用できるようにしている。特に講師はいないが、初めて利

用する人への対応と、事故防止のために指導員が一人以上配置されている。講座の講師については団地内

もしくは市内で募集し、一回につき運営委員会から1,000円、参加者から一人100円ずつ集金し、謝礼とし

ている。健康教室については利用は無料である。

高倉台学校公園はモデル事業として開始された当初、高倉台団地を含めて学校公園構想を実現したもの

として全国的にも脚光を浴びた。そして現在も活動が盛んな地域のひとつである。

4.神 戸市の学校施設開放による成果

4-1学 校施設開放事業を通 して

取り組みを実施するにあたり、開放によって学校が荒らされるのではないか、ということが学校側が最

も危惧するところであったということは先に述べたとおりである。そのような利用者の公徳心も含めて、

現在教育委員会としては以下のような成果がみられるということである。

①ボールがぶつかって窓ガラスが割れた、壁に落書 きがあったという程度の報告はあるが、以前のように

ごみが散らかるといった、利用者のマナーが問われるような苦情は全く無い。校庭と校舎の間のフェン

スも必要がなく、当初設置された学校のものも2年ほど前に全て撤去され、残っていない。学校開放は

地域住民の公徳心や社会倫理が失われていないことを証明し、学校開放を通して学校と地域住民の間に

信頼関係が保たれている。

②地域によって偏 りはあるものの、地域社会における住民組織のひとつとして、運営委員会による活発な

活動がなされている。特にニュータウンの学校ではコミュニティの形成に役立っているのではないだろ

うか。

③自主企画によるプログラムサービスにより、地域住民が参加 し、余暇活動を充実させる場を提供してい

る。また今後週5日制や総合学習を導入する際には地域の人の協力 も必要になってくるが、開放運営委

員会がそのパイプ役になることを期待 している。

④住民が利用しやすいように施設を整備することで、児童 ・生徒にとっても快適な学習空間を提供できて
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い る。例 えば高 齢者 が字 を読 み やす い よ うに照明 を明 る くす る、階段 に手 す りをつけ る とい った こ とや 、

市民 図書 室 に よって 、貸 し出 し窓 口 は別 とは い え本 の種 類 や冊 数が 増 え る とい った こ とで あ る。

4-2震 災 時 の 学 校

1995年1月 に起 きた阪 神 大震 災 に よっ て、神 戸 市 は大 きな被 害 を受 けた。 学校 開放事 業 は一 時 中断 し、

多 くの学校 は被 災 者の避 難所 とな り、校 庭 に は仮 設住 宅 が建 て られた。 震災 時 に学校 は どの ような役 割 を

果 た したの だ ろ うか。 関係者 へ の イ ンタ ビュ ー と神戸 大 学 の報告 書 「社 会教 育が で きるこ と一 阪神 ・淡路

大 震災 と社 会 教 育 に関す る調 査 報告 書一 」 を参考 に まとめ て み よ う。 この調査 は1995年1月27日 現 在 で神

戸 市教 育委 員 会 が把 握 して い た避 難所 とな った神 戸 市 内 の市立 学校(幼 ・小 ・中 ・高 ・養)180校 と県立

高 校9校 の計189校 を対象 に行 われ 、全 体 の 回収率 は54%(102校)、 小 学校 は48%(120校 中57校)で あ っ

た。以 下の 数値 は全 体 の もので あ り、 小 学校 のみ の もの で はない こと を付 け加 え てお く。

神 戸 市で は 戦後 学校施 設 を建設 す る際 に公 園 を隣接 も しくは近 くに配 置 し、 これが 学校 公 園の元 とな っ

た。が 、 当初 そ の空 間 は防 災 を 目的 としてい た ことは 第2章 で述べ た とお りで あ る。震 災時 には大 規模 な

火 災が 起 こ り、被 害 も甚 大 で あっ たが、 学校 な らびに公 園 とい う広 い スペ ース があ った こ とで延焼 が くい

止 め られ た地域 もあ った。 また避 難所 にな っ た期 間の 質問 に は97%の 学 校 が地震 の 当 日か ら、 と回答 して

い る。校 庭 や 、併 設 された公 園の運動 場 は そ の後長期 間 にわ たっ て仮 設 住宅 が設 置 され てい た と ころ もあ

る。避 難所 で行 われて いた 活動 は、食 料 ・物 資 の配給 、 給水 は90%を 超 えてい るが、 さ らにイ ン ターネ ッ

トに よる情 報 交換 が 妬%、 学童 保 育 ・喫茶 等 の 活動 が1割 強 を超 え、 さ らに避難 所 で は健康 に関 わ る講 習

や 、法律 相 談 、音 楽会 、映画 会等 の学 習 ・文 化活 動 が行 わ れ てい た。 これ らの結 果 か ら、学校 が単 に物資

の配給 場所 とい うだ けで な く、 地域 の人 々 の交流 の場 、 コ ミュニ テ ィを創造 す る拠点 にな る可能性 を示 し

てい る とい える。

学校 開放 との関 わ りにつ い ては、 まず 開放 管理 者 の存 在 が挙 げ られ る。 開放管 理者 は重要 な任 務 の ひ と

つ と して学校 の 鍵 を預 か って い る。夜 間 開放 時 には開放 が 終 了す る午 後9時 ごろ まで学 校 に いな けれ ば な

らない こ と もあ り、多 くの場 合 学校 のす ぐ近 くに住 ん でい る人 が管 理者 にな ってい る。 その た め、震 災 が

起 きた時 す ぐに 門や校 舎、体 育館 の鍵 を開 け、 地域住 民 が学 校 を避 難所 と して利 用 す るこ とがで きた。教

員 はほ とん どが学 区外 に住 み、 震災 時 には交 通 手段 も断た れ てい たた め、 その到 着 を待 っ てい ては ス ムー

ズ な避 難 はで きなか ったで あ ろ う。 また、普 段 か ら地域 住 民へ の 開放が 盛 ん な学 校 で は、利 用者 で あ る住

民 側 に開放 ゾー ン ・非 開放 ゾ ー ンが認識 され てお り、学 校業 務 に関わ る校長 室 や職員 室 が荒 らされ る こ と

も少 なか っ た。 また、手 洗 い場 等 の場 所 が知 られ てい たた め に、 しば ら くの 間 「生活 空 間」 と して利 用 さ

れ るこ とに なっ て も、 大 きな混 乱が な かっ た。 さ らに、 避難 所 を自治 的 に運 営 す る上 で役 に立 った地 域 組

織 と して 、 町 内会 ・自治 会(33%)、PTA(23%)に 次 い で 学校 開放 管 理 運営 委 員 会 と答 えた と ころ が

15%あ った。 特 に小 学校 の 回答 で は学校 開放 管 理 運営委 員 会 が23%だ った 。 この結 果 か ら、 住民 の 自主 運

営 方式 が被 災 時 に改め て評価 され た と考 え られ る。

5.神 戸市学校施設開放事業の意味

5-1学 校 の 役 割 の変 化

今 日の学校 開放 の 出発点 とな ったの は、1954年 に東 京都 で始 め られ た校 庭 開放 であ る。 その後 子 ど もの

安 全 な遊 び場 確保 を 目的 とす る校庭 開放 は、全 国 各地 の主 に都 市 部で 広 ま ってい った。1961年 に制 定 され

た スポ ー ツ振 興法 の 第13条 で 「国 お よび地 方公 共 団体 は、 そ の設 置す る学校 の教育 に支 障 の無 い限 り、 当

該学 校 の ス ポー ツ施設 を一般 の スポ ー ッの た めの利 用 に供 す る よ う努 め なけ れ ばな らない」、 と して、 体

育館 や プー ル な どの学 校 のス ポ ー ツ施 設 を、学 校教 育 に支 障 の ない限 り、 一般 に開放 す る こと を奨励 して

い る。 この ような国 の動 きに よって、運 動体 育 施設 の 開放 が さ らに拡 大 された。

そ して神戸 市 の取 り組 みが 登場 す る。 まず 学校 を学 校公 園 と して整備 し、 開放 す る ことで、 学校 が住 民

の"交 流 の場""集 いの場""学 びの場"に な り得 るこ と、 そ して、学 校 を開放 す る際 に、住 民 が 自主 的 に
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管理 ・運 営 す る こ とを通 して、 コ ミュ ニテ ィの形 成 につ なが る可能性 を示唆 した。以 来 、神戸 市 で は① 地

域 住 民 に とっ て学校 は 、共有 の教 育施 設 の ひ とつで あ る、② したが って 、学校 教 育時 間外 に開放 を進 め る

た め には、 そ の管理 や運 営 は、利 用 者で あ る住民 が主 体 的 に行 うべ きで あ る、③ その よ うな学校 開放 の運

営 を通 して、 住民 に市民 意識 が芽 生 え、 コ ミュニテ ィの形 成 につ なが る、 とい う視 点 が取 り入 れ られ た の

で ある。

5-2学 校開放の法制化

ここで学校開放の法的根拠について触れておかねばならない。本来学校施設は学校教育を行う場である。

法的には、「学校施設の確保に関する政令」(政令34号)第3条 「学校施設は学校が学校教育の目的に使用

する場合を除く外、使用してはならない」と学校施設を学校教育外に使用することが禁止されている。し

かし、「管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合」にはこの限りではな熔。また、学校教育法第85

条 「学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を付置 し、又は学校の施設を社会教育

その他公共のために、利用させることができる」、社会教育法第44条 「学校の管理機関は、学校教育上支

障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するよう努めなければなら

ない」等の表現は学校開放を意味 していると考えられる。

以上のような規定により、学校開放はいわゆる行政財産の 「目的外」使用 と位置付けられている。また

2つの法令では 「学校教育上支障のない限り」という条件が設けられている。学校施設が乱用されること

を防こうというものであるが、これを逆手にとって、できるだけ学校を閉ざそうとする傾向のあることも

否定できない、という指摘 もある(岡 田1987)。 学校施設の利用を推進 していくためには、まず、先のよ

うな規定を、学校施設利用に関して柔軟なものに改正する必要がある。さらに、学校開放そのものに触れ

た法の制定も今後考えていくべきであろう。

そのような法的整備が待たれるが、学校開放を進めていくためには、現在のような規定の範囲内で、早

急に課題解決に向けて取 り組んでいかなければならない。学校施設の利用が法によって限定されている状

況で、神戸市では学校開放を実現 し、定着させるために、どのような取り組みを行ってきたのだろうか。

5-3学 校 公 園 実 現 へ の 道 程

今 日で こそ、 学校公 園構想 に基 づ く学校 施 設 開放事 業 が定 着 して い るが 、 当初 か らこの構 想 が スム ーズ

に受 け入 れ られた わけ では なか っ た。学校 公 園論 文 にお いて宮 崎(1968)は 、管理 に関す る諸 問題 の項 目

で 、学校 長 か ら出 され た 日本人 の 公徳 心 の欠如 に基 づ く反対 論 を引 き合 い に出 して い る。 「学校 を開放 す

れ ば、 ガ ラス は こわ され る し校庭 は荒 らされ る。公衆 便 所や 公 園 にみ られ る 日本 人の公 徳 心 の低 さを 目の

前 に して、 ど う して神 聖 な教 育 の場 を開放 で きる のです か、 とい うのが 直接 の施 設管 理者(校 長)の 反論

で あ る」(宮 崎 、196837頁)。 さ らに宮 崎 は、 タテワ リ行 政 の問題 につ い て も次 の ように述 べて い る。 同

じ自治体 で あ りなが ら、公 園 に しろ学 校 に しろお互 い に 自己の分 野 は侵 され まい とす る意 識 が強 く、縦 割

行 政 の下 で行 政 担 当 者 に対 す る厳 しい責 任 が 、 その 弊 害 に拍 車 をかけ て い る こ と も事 実 で あ る」(宮 崎 、

196838頁)。 高寄 は(1993)、 学 校公 園構想 導 入 時 の行 政 内部 の反対 につ いて 、単 に学 校 とい う"聖 域"

を開 くことへ の抵抗 で は な く、「"聖域"と 目され てい る教育 の場 に、全 く異 質 の地域 住 民 に よる管理 空 間

を、場所 ・時 間 は限定 され る に しろ持 ち込 む こ と」へ の抵 抗 を挙 げ てい る(高 寄1993、44頁)。

この よう な抵 抗 にあい なが ら も、神戸 市 で は学校施 設 開放 を実現 し、 定着 させ る こ とに成 功 した。 それ

はなぜ か。

高寄(1993)は 、宮 崎市 長 の政 策 の1つ と して学 校公 園 を分析 し、時代 的 な意 味 を考 察 してい る。 戦 後

日本で は、 復 興が 急が れ てい た。 が、宮 崎 が市 政 に関 わ り始 め る1955年 頃 は、全 国 的 に も開発行 政 の基 本

的 再検 討が 迫 られて いた。 神戸 市 にお い て も同様 であ り、 都市 環境 、市 民生 活 をみて も、公 害 の激化 、 生

活 資本 の立 遅 れ 、低水 準 の福祉 サ ー ビス な ど、常 識的 に見 て行 財 政の 転換 は不 可避 で あ る、 との理 由 か ら

開発 行 政 に加 え て福 祉 ・環 境行 政 な ど薪機 軸 を打 ち出 す必 要 に迫 られ て いた。 そ こで宮 崎 は近 隣住 区、 生

活 環境 基準 、全 世 帯 ア ンケー トを 「生活 行政 」 と して 開始 す るので あ る。
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近隣i住区 に よるコ ミュ ニテ ィ行政 つい て、高 寄(1993)は 、 そ れが住 民 に受 け入 れ られ た理 由 につい て

次 の ように述 べ てい る。 「この よ うな都市 空 間へ の コ ミュニ テ ィ的視 点 か らの接 近 は 、ユ ニ ー クで生 活 空

間 を破壊 され つつ あ った地 域住 民 に とっ ては、1つ の拠 り所 で あ った こ とには違 い ない 。」 また行 政 と して

も 「この よ うな意 図的 ・人 為的 空 間 を、大都 市 の 中 に形 成 しよ うと したの は、 それ だ け都市 空 間へ の危機

意 識 が高 か った か ら」で ある と述 べ てい る(高 寄1993、43頁)。 そ して 「時代 の流 れ は市 民参 加 、生 活 空

間 な ど何 らか の反経 済 的 開発 的 モ チ ーフ を求 めて お り、 学校 公 園 を コ ミュ ニテ ィ行 政の拠 点 と し、市 民参

加 ・市民 育 成 の場 と して位 置づ け よ うと した政 策 的意 図 は、時代 の風 潮 と して それ な りの意 義 が認 め られ

た」 とまとめて い る(高 寄1993、44頁)。

屋 敷(1999)は 、 高倉 台 小学 校 の ように神戸 市 で まちづ く りの一 環 と して学校 施 設整 備 が進 んだ理 由 と

して、 そ れが市 長 の発案 で あ っ た こ とも一 因 であ る と述 べ てい る。 まちづ く りは本 来首 長部 局 の所管 で あ

り、教 育委 員会 は独 自の予 算権 を もたな いた め、首 長部 局 の方 針 に反対 しに くい とい う構造 が あ る こと を

指摘 して いる(屋 敷1999、130頁)。 宮 崎(茎968)は 、大 都市 におい て市 民 の連 帯感 を育 成 す る際 に行 政側

の態度 は、 一方 で住 民 の ニー ドを開拓 し、他 方 で住 民 と一緒 にな って考 え、仕事 をす る とい う両面性 が必

要で ある と述べ 、行 政 の姿 勢 につ いて、 以 下の ように述べ てい る。

学校 公 園 は そ ういっ た意味 で住 民 と役 所 の共 同作業 の 場で あ り、 また 主体 的 な地域 社 会育 成の場 で あ

りたい。 新 し く共 同の秩 序 を作 りあげ てい く場 と して学校 公 園 を考 え る時、 そ れは多 大 の時 間 と費 用 と

何 よ り トラ イ アル ・ア ン ド ・エ ラ ー とい う無 駄 と も思 え る ほ どの努 力 の 積 み重 ね を必 要 とす るで あ ろ

う。新 しい社 会 を建設 す るた め に は、 そ れは貴 重 で あ るが 避 け られ な い対 価 なの であ る(宮 崎 、1968

38頁)。

神戸 市 では1959年 度 に学 校 長 あて に校庭 開放 に関す る通 達 を出 して か ら、1965年 度 の実施 に至 る まで に

5年 の歳 月 を費 や して い る。 コ ミュニ テ ィづ く りのた めの 学校 公 園構 想 に基 づ く学 校 開放 は単 に時流 に乗

っ た政策 であ っ たか ら成功 した ので は ない。 そ の理 念、 理論 を関係 者 に対 して明 らか にす る と と もに、 実

現 に向 けて学校 側 との話 し合 い を重 ね、何 とか 開放 に漕 ぎつ くまで には、 や は り多 大 な時 間 と労力 をか け

た とい う ことが伺 え る。

学校 開放 を実施 す るた め に解 決 すべ き課 題 は① 開放 中の事 故 等 に関す る管理 ・責 任 の所在 を明確 にす る

こ と、② 開放 す る こ とに よって児 童 ・生徒 の教 育環 境 が損 な われ ない こ と、③ 運営 に際 し学校側 の負 担 に

な らない こ との3点 に まとめ られ るで あ ろ う。 この点 につ い て は現在 取 り組 み を進 め て い く上 で も充 分 に

考慮 しな くて は な らない 課題 で あ る。そ して 、神戸 市 で は これ らの課題 を解決 す るた め に、学校 公 園の 意

義 を失 う ことな く、学 校側 の 要望 をで きる だけ受 け入 れ、 以下 の ような措 置 を とった。 ① 管理 責任 は教 育

委員 会 にあ る こ とを明確 に した 、② フェ ンス に よる校舎 の校庭 との分離 工 事 を行 った 、③住 民 の 自主的 な

管理 ・運営 体 制 を整備 す るた め に地域住 民 との協 議 会 を設置 した。

この ような方 法 に関 して高 寄(1993)は 「神 戸 市 の伝 統的 方式 ともい え る物量 戦術 を背景 に して調伏 」

してい っ た、 とや や批 判 的で あ る(高 寄 、199344頁)。 そ の最 た る もの が、 運営 へ の潤 沢 な予 算措 置 で

あ る。1965年 に休 日のみ の運 動場 開放が 始 ま ってか ら、夜 間 の運動 場 開放 、 プ ール 開放 、 市民 図書 室 の開

放が 行 われ る よ うにな り、 それ ぞれ の形 態 ご とに予算 が つけ られ た。1970年 に は現 在行 われ てい る開放 形

態 が ほぼ全 て実施 され る よう にな った。1972年 の資料 に よる と、学 校 開放 の年 間事 業費 として、昼 間運 動

場 に は30,000円 、 夜 間体育 館 に は50,000円 、教 室 開放 に は140,㎜ 円、市 民 図書 室 に は200,000円 な どの予 算

が配 分 され てい る。 けれ ど も、 これ らの予 算 をつけ る こ とで 、体育 館 や教 室 の補修 や 、児 童 向 けの図書 が

充実 し、 開放 が学校 に とって 直接 的 な利 点が あ る こ とを学 校側 に知 らしめ る ことに なっ たの であ る。 そ し

て高 倉台 学校 公 園の モデ ル事 業 に よって 、学 校 と公 園の相 互利 用 の利 点 を明 らか に した 。神戸 市 の よう な

都市 の小 学校 で は、 充分 な屋 外 スベ ース を とる ことは難 しい 。 それ を、 メ イ ング ラウ ン ドを近隣公 園に取

る ことに よって 、小 学校 の校 地 面積 の実 質 的拡 大が され る こ とを示 した 。「物 量 戦術」 とい われ なが らも、

学校 開放 に よって学校 側 に もた ら され る メ リ ッ トを実際 に提 示す る ことで、 学校 側 に開放 を踏 み切 らせ る

とい う結 果 を導 いた ので あ る。
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5-4学 校開放施策の変化

1992年7月 に生涯学習審議会答申 「今後の社会の動向に対応 した生涯学習の振興方策について」が出さ

れた。では生涯学習活動を支援する観点からの学校施設づ くりとして、「学校の施設は、地域社会におい

て最も利用 しやすい生涯学習活動の場としての役割を有 しており、その重要性は年々増してきている」と

し、「単に学校教育活動の場としてのみならず、その教育機能を幅広 く地域社会に広げ、生涯学習活動を

積極的に支援する観点から、学校施設の一層の整備と活用を図っていくことが必要である」とし、学校施

設を生涯学習活動の拠点として整備することを提唱している(生 涯学習審議会、1992)。1996年4月 の生涯

学習審議会答申 「地域における生涯学習機会の充実方策について」でも、「学校は子供たちに対する教育

の場というばかりではなく、地域社会の貴重な学習の場である」とし、施設開放が必要であることから、

その促進の具体案として、開放講座の実施への期待や、管理 ・運営面からの開放実施体制の整備、施設整

備、少子化による余裕教室の活用を挙げている(生 涯学習審議会、1996)。

同年8月 には中央教育審議会答申 「21世紀を展望した我が国の教育の在 り方について」では、「開かれた

学校」 として、学校教育の側からも学校を地域に開かれたものにすることが提唱された。「学校が家庭や

地域社会にとって垣根の低い、開かれたものとなることは、学校の教育活動をより多彩で活発なものにす

ると共に、家庭や地域の人々の学校に対する理解をより深めることに大いに資するものと考える」(中央

教育審議会、1996)。

近年では、1998年9月 に第16期中教審答申 「今後の地方教育行政の在り方について」のなかで 「地域住

民の学校運営への参画」および 「地域コミュニティの育成と地域振興」という項目があ り、学校と地域の

関係についての重要性が述べられ、学校施設を地域コミュニティの拠点として活用することを具体的方策

として提言 している。

以上のように、神戸市の学校施設開放事業の実施から30年以上を経て、法制化には未だ至ってはいない

ものの、国の施策として、学校が地域コミュニティにおける重要な教育施設であるという認識が再確認さ

れつつある。また、学校開放によって地域や住民の学習活動だけでなく、学校教育の活性化にもつながる

ということが明言された。そして、今後は地域側からの要請に対応するというだけでなく、学校側からの

積極的な開放が期待されるようになってきたのである。

6.本 稿のまとめ と今後の展望

宮崎(1968)は 神戸 市 で コ ミュニ テ ィ ・ス クール と して学校 公 園 を整 備 す る意味 を論 じ、次 の よ うな こ

とばで しめ くくって いる。 「今 回 の学 校公 園設 置 に際 し、 私 は、 先ず 最初 は フ ィジ カル(施 設)面 を 中心

と したサ ー ビス提 供 や レク リエ ーシ ョン ・グル ー プ活 動へ の助 成等 を行 うに とどめ、真 の コ ミュニテ ィが

漸 次 育 って来 るの を、あせ らず 気長 に待 た なけ れば と思 って い る。そ れが 、 た とえ何 年 、何10年 先 の こ と

に な ろ う と も… 。」(宮 崎1968、27頁)そ して、 コ ミュ ニテ ィが形 成 され た後 の学 校 の あ り方 につ い て、

以下 の よ うに述べ て いる。

社会 的進 歩発 展 とい うもの は、 日々刻 々 変化 す る社 会の事 実 を避 け る こ とで は な く、 そ れ らに、柔 軟

に現実 的 に、 目的 を持 って、 自 ら直面 し対処 しよう とい う ところ に存在 す るのだ と思 う。

コ ミュニ テ ィ ・ス クール 、"学 校 公 園"の あ り方 も、 また 然 りで あ る。 コ ミュニ テ ィの主役 で あ る住

民 が、 共 同の 場で協 力 して 設定 した、 しか も絶 えず時代 の 流 れ に沿 っ て改訂 され るべ き何 らかの 目標 に

向か って この施 設 は使 用 され ねば な らない(宮 崎1968、41頁)。

宮 崎 の い う 「真 の コ ミュ ニ テ ィ」 とは 、1つ の決 ま った 型が あ り、 そ れが完 成 された状 態 を指 して い る

の で はない 。社 会的 な変 化や 地域 の課 題 に対 して、 柔軟 に取 り組み 、協 力 して解 決 して い くご とが で きる

コ ミュニ テ ィの こ とで あ り、 そ の よ うな コ ミュニ テ ィが さ らに発 展 す るため に、学 校 は コミュ ニテ ィの核

と して の役割 が 、 これ まで以 上 に期待 され る こ とだ ろ う。神 戸市 で学校 施 設 開放事 業 の 実施 に踏 み切 る こ
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とがで きたの は、 関係 者が話 し合 い、課 題 を明 らか に し、 ひ とつ ひ とつ 解決 してい っ たか らで あ る。 これ

か ら も、学 校 開放 によっ て さ らな る コ ミュニ テ ィの発 展 を目指 すた め には、そ の よ うな作 業 の繰 り返 しと、

長期 的 な ビジ ョン、 そ して柔 軟 な姿勢 が必 要 であ る。

全国 の小 学校 とその校 区 に はそ れぞ れの事 情 や 関係 が あ り、 すべ て を学校 公 園 と して 整備 す る ことは不

可 能で あ ろ う。 けれ ど も、 これか らどの小 学 校 にお い て も地域 との関係 を見 直 し、学 校 を地 域 に開 くこと

が 進 め られて い くであ ろ う。神戸 市 の取 り組 み は小 学校 が児 童 や、子 ど もが そ の小学 校 に在 籍 して いる保

護 者だ けで な く、 その小 学校 を支 える地 域住 民 に まで 開か れた もの とな り、 双方 にメ リ ッ トを もた らす よ

うな関係 を築 く拠 点 と して、 学校 が 「ひろ ば」 となる可 能性 を示 唆 す る もの と考 える こ とが で きるので は

ないだ ろ うか。

<注>

1)JosephR血ge聡,Jr;『Co㎜1血tylSc趾ools鋤dIntemgency唐og㎜AGuidelPendell恥blis㎞gCo.1976,pp33-34

2)こ の条 件 につ い て は、 三 浦 清 一郎 「生 涯 教 育 推 進 会議 の 理 念 と構 造 」、 『生 涯教 育推 進 会 議 報 告 書』 福 岡 県 教 育

委 員 会 、1986を 参 考 に して 末 崎 が ま とめ た もの で あ る。
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AnApProachtoMakeS(血oolFacilitiesOpentothe .Colhmunity:

ACaseStudyof``Gakk:oKoen" ProjectinKobeCity

TAKESHITA,Yuka

RecentlyinJapan,itisincreasinglyassertedthatopeningschoollhcilitiestothepub至icinthelocal

communityiseffbctiveforbotheducationandcommunitydevelopment.Therearemanyproblems,however,

ass㏄iatedwithattemptstomakeschoolfacilitiesaccessibletopeopleotherthanstudentsandpupils.Forinstance,to

cl瑚whoisheldresponsiblewhenaccidents㏄cur;nottodamagethe.leamingenviro㎜entofstudents鋤dpupils;

nottogivetoomuchburdentoteachers,etc.Moreover,thereisnoclearlegalbasistoallowtheuseofschool

facilitiesforout-ofpurposes,andopeningschoolfacilitiesistreatedasacaseofout-of-purposesuseof

administrativeasserts.

InKobecity,attemptstoopenschoolfacilitieshavebeenpracticedsincel965basedontheideaof

"G
akkokoen"(schoolpark),whichistodesigna・schoolfacilitylikeacommunitypark:everybodycanwalk

through,eOjoyschatandvariousotheractivities.

Thispapere耳aminethe``GakkoK㏄n"pr句ectandtheideawhichsuccessfullycreatedgoodrelations

betweenschoolsandcommunitybyexploringthebasisquestion:HowwasKobecityabletosolvevariousproblems

andaccomplishthepresentsituationwherealmostallpublicschoolfacilitiesaremadeopentothecommunity?This

studyisexpectedtoprovideimportantimplicationsfbrthefu田reintermsofthechangingroleofschoo董sinthe

communityandef艶ctiveapproachestoopenschoolfacilities。


